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甲子園大学ガバナンス・コード 

 

甲子園大学（以下、本学という。）は、建学の精神に基づき、私立大学としての使命を果た

していくために、日本私立大学協会の制定した「私立大学版ガバナンス・コード」を規範に

し、以下のとおり「甲子園大学ガバナンス・コード」を定めます。 

本学は、適切なガバナンスを確保し、時代の変化に対応した大学づくりを進めてまいりま

す。また、中期的な計画を策定・公表し、学生をはじめ様々なステークホルダーに対し、私

立大学の教育、研究及び社会貢献の機能を最大化し、価値の向上を目指していきます。 

 

第１章  私立大学の自主性・自律性（特色ある運営）の尊重 

 

１－１ 建学の精神 

（１）建学の精神・理念 

建学の精神・理念は次のとおりです。 

甲子園大学は、その母体である学校法人甲子園学院の校訓三綱領「黽勉努力」「和衷

協同」「至誠一貫」を建学の精神としています。 

黽勉努力：「黽勉」は、自由の境地に達することをめざして、自らの心に従って自  

発的に勉め励む、自主創造の意味を持っています。また、一人ひとりが

自らの人格陶冶に勉めるという意味も含まれています。 

和衷協同：和やかに心をこめて力を合わせ、共に行動し、事に当たることをいい、

自分だけでなく人と人との関係における心の持ち方を示します。 

至誠一貫：誠をもって人に接し、物事に対処して、一筋に真心を貫き通すことをい

います。真心は天に通じ、よい結果に至るという信念の下に、誠実な人

間を育てることに努めています。 

（２）建学の精神・理念に基づく人材像 

建学の精神・理念に基づく人材像は次のとおりです。 

   校訓「黽勉努力、和衷協同、至誠一貫」の建学の精神に基づいて、人格の完成を目

指し、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充

ちた健全かつ有能な人材を育成します。 

 

１－２ 教育と研究の目的（私立大学の使命） 

（１）建学の精神・理念に基づく教育目的等 

本学の建学の精神（理念）に基づく、教育目的及び研究目的は次のとおりです。 

①  大学の教育目的及び研究目的 

   甲子園大学は、学校法人甲子園学院の校訓「黽勉努力、和衷協同、至誠一貫」を建

学の精神として、人間教育を重視し、人格の陶冶に努め、豊かな教養と品性を兼備

した人材の育成に努めるとともに、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、

創造的で実践力に富む有為な人材を育成することを目的とします。 

②  各学部及び各研究科の教育目的及び研究目的 

  【栄養学部】 

栄養学部は、本学の教育方針に則り、医学的、食品学的基礎の上に立って、栄養学

の専門理論と技術を教育研究し、その習得と実践によって、人々の栄養改善・健康増

進に貢献し、食の諸問題の解決にも寄与し得るレベルの高い管理栄養士(栄養学科)

と栄養士の資格をベースに健康のための食を創るプロフェッショナル(フードデザイ
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ン学科)を育成することを目的とします。 

【栄養学科】 

栄養学科の基本は、管理栄養士養成施設であり、将来、病院・診療所、保健所・

市町村保健センター、企業等職場の健康管理センター、介護・福祉施設、外食産業

等において、管理栄養士業務に従事する専門職業人（プロフェッショナル）を育成

することを目的とします。 

【フードデザイン学科】 

フードデザイン学科は、栄養士養成施設であり、栄養士の資格をベースに健康の 

ための食を創るプロフェッショナルを育成することを目的とします。 

【心理学部】 

心理学部は、本学の教育方針に則り、現代社会を構成する様々な人々の「こころ」

の問題に取組み、社会に貢献できる人材育成をすることを目的とします。 

【現代応用心理学科】 

現代応用心理学科は、心理学の基礎知識を学ぶとともに、「基礎心理学」「臨床心

理学」「健康・スポーツ心理学」「ビジネス心理学」「犯罪心理学」の 5 つの視点か

ら、複雑で多様化する現代社会で生活する人たちの心の問題に取組むことの出来る

専門的な職業人を育成することを目的とします。 

  【大学院栄養学研究科 食品栄養学専攻】 

本学の建学の精神に基づいて人間性豊かな教育を行うとともに健康・成長・生命の

維持に欠かせない栄養ならびに食品・食料に関するさまざまな問題について、その専

門的知識を活かして、社会に貢献し得る人材の養成を行うことを目的とします。 

① 博士前期課程 

栄養学と食品学の 2 領域を設けます。栄養学領域は基礎的な問題を扱う基礎栄養

学と臨床的な分野を含む応用栄養学の 2部門とし、幅広く現代社会に対応した教育・

研究を行います。食品学領域は、高度な機器分析を活用する食品分析科学と食糧資源

の枯渇に対処する食資源利用学の 2 部門とし、食品の機能性と安全性と食料資源の

確保を追求する教育・研究を行います。 

この栄養学と食品学の 2 つの領域を基盤として統合した食品栄養学を修得し、体

系的に身につけた専門的な見方や、専門技術を活かし、社会に還元できる能力を備え

た人材を養成します。 

② 博士後期課程 

   基礎栄養学、応用栄養学、食品分析科学、食資源利用学の部門を設けます。各分野

に特化し、新しい知見の追求や技術の開発を実践することで学術の進歩に貢献しま

す。 

   専門領域のより深い知識と思考力を身につけ、自立した研究者、指導者としての

能力を備えた人材を養成します。 

【心理学研究科 心理学専攻】 

大学で修得した知識を基礎とし、博士前期課程では社会心理学コース、臨床心理学

コースの 2コースを設け、学生に自己の選択によりいずれかの分野を専攻させます。

博士後期課程では心理学コースを設けます。 

本専攻においては、高度の専門性を身につけた人材養成を目的とします。 

① 博士前期課程 

臨床心理士をはじめ各種カウンセラー、専門社会調査士などの資格に必要な高度

の知識と技術を身につけ、さらに人間的にも成熟した専門職に携わることのできる



3 

 

人材を養成します。 

② 博士後期課程 

博士前期課程で勉学・修得した知識を基礎に、「人間」に関わる高度の専門を究め、

広い学術的な視野と方法を身につけた指導者や研究者を養成します。 

（２）中期的（原則として５年以上）な計画の策定と実現に必要な取組みについて 

① 安定した経営を行うために、認証評価を踏まえて中期的な学内外の環境の変化の

予測に基づく、適切な中期的な計画の検討・策定をします。 

② 改革のために、教職協働の観点からも事務職員の人材養成・確保など事務職員の役

割を一層重視します。 

③ 経営陣と教職員が中期的な計画を共有し、教職員からも改革の実現に際して積極

的な提案を受けるなど法人全体の取組みの充実に努めます。 

 ④ 中期的な計画に盛り込む内容は、次のとおりです。 

  ア 建学の精神・理念に基づき育成する具体的な人材像とこれを実現する教育目標 

  イ 教育改革の具体策と実現見通し 

  ウ 法人・教学部門双方の積極的な情報公開 

  エ グローバル化、ICT化策 

  オ 計画実現のための PDCA体制 

（３）私立大学の社会的責任等 

 ① 自主的に運営基盤の強化を図るとともに、本学の教育の質の向上及び大学運営の

透明性の確保を図るよう努めます。 

② 学生を最優先に考え、文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団、教職員、学

生父母、卒業生、地域社会構成員等他のステークホルダーとの関係を保ち、公共

性・地域貢献等を念頭に大学運営を進めます。 

 ③ 私立大学の目的達成のためには、多様性への対応が不可欠との認識に立ち、男女

共同参画社会への対応や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

（平成 27年 2月 24日閣議決定）をはじめ、多様性への対応を実施します。 

 

 

第２章  教学ガバナンス（権限・役割の明確化） 

 

２－１ 学長 

（１）学長の責務（役割・職務範囲） 

 ① 学長は、学則第１条に掲げる「学校法人甲子園学院の校訓「黽勉努力、和衷協同、

至誠一貫」を建学の精神として、人間教育を重視し、人格の陶冶に努め、豊かな教養

と品性を兼備した人材の育成に努めるとともに、広く知識を授け、深く専門の学芸を

教授研究し、創造的で実践力に富む有為な人材を育成する」という目的を達成するた

め、リーダーシップを発揮し、教学運営を統括し、所属教職員を統督します。 

 ② 学長は、理事会から委任された権限を行使します。 

③ 所属教職員が、学長の運営方針、中期的な計画、学校法人経営情報を十分理解でき

るよう、これらを積極的に周知し共有することに努めます。 

（２）学長補佐体制（副学長・学部長の役割） 

① 学則第 39 条第 2 項では、大学に副学長を置くことができるようにしており、その

職務については、甲子園学院職制に関する規程において「副学長は、学長の職務を助

け、命を受けて校務をつかさどる。」としています。 
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② 学部長又は研究科長の役割については、甲子園学院職制に関する規程において「学

部又は研究科を代表し、学務の管理及び所属教職員の統督に当たる。」としています。 

 

２－２ 教授会 

（１）教授会の役割（学長と教授会の関係） 

大学の教育研究の重要な事項を審議するために教授会を設置しています。審議する

事項については学則及び甲子園大学学部教授会規程に定めています。 

ただし、学校教育法第 93条に定められているように、教授会は、定められた事項に

ついて学長が決定を行うに当たり意見を述べる機関であり、学長の最終判断が教授会

の審議結果に拘束されるものではありません。 

 

 

第３章  公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係） 

 

３－１ 学生に対して 

（１）学生の学びの基礎単位である学部等においても、３つの方針（ポリシー）を明確

にし、入学から卒業に至る学びの道筋をより具体的に明確にします。 

① 学部ごとの３つの方針（ポリシー) 

ア 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

イ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

ウ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

② 自己点検・評価を実施し広く社会に公表するとともに、その結果に基づき学生の学

修成果と進路実現にふさわしい教育の高度化、学修環境・内容等のさらなる整備・充

実に取組みます。 

③ ダイバーシティ・インクルージョン（多様性の受容）の理念を踏まえ、ハラスメン

ト等の健全な学生生活を阻害する要因に対しては、学内外を問わず毅然かつ厳正に

対処します。 

 

３－２ 教職員等に対して 

（１）教職協働 

実効性ある中期的な計画の策定・実行・評価（PDCA サイクル）による大学価値向

上を確実に推進するため、教員と事務職員等は、教育研究活動等の組織的かつ効果的

な管理・運営を図るため適切に分担・協力・連携を行い、教職協働体制を確保します。 

（２）ユニバーシティ・ディベロップメント：UD 

全構成員による、建学の精神・理念に基づく教育・研究活動等を通じて、私立大学

の社会的価値の創造と最大化に向けた取組みを推進します。 

①ファカルティ・ディベロップメント：FD 

ア ３つの方針（ポリシー）の実質化と教育の質保証の取組みを推進するため、教 

員個々の教育・研究活動に係る PDCAを毎年度明示します。 

イ 教員個々の教授能力と教育組織としての機能の高度化に向け、学長のもとに FD・

SD委員会を組織し、年次計画に基づき取組みを推進します。 

② スタッフ・ディベロップメント：SD 

ア 全ての教員・事務職員等はその専門性と資質の向上のための取組みを推進しま 

す。 
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イ FD・SD 委員会を組織し、SD 推進に係る基本方針と年次計画を定め、計画的な取

組みを推進します。 

ウ 教職協働に対応するため、事務職員等としての専門性、資質の高度化に向け、 

年次計画に基づき業務研修を行います。 

 

３－３ 社会に対して 

（１）認証評価及び自己点検・評価 

 ① 認証評価 

   平成 16（2004）年度から、全ての大学は、7 年以内ごとに文部科学大臣が認証す

る評価機関の評価を受けることが法律で義務付けられました。本学も評価機関の評

価を受審し、評価結果を踏まえて自ら改善を図り、教育・研究水準の向上と改善に

努めます。 

② 自己点検及び評価結果等を踏まえた改善・改革(PDCAサイクル)の実施 

教育目標や組織目標の実現に向け、それらの目標の達成状況及び各種課題の改善

状況等に関する定期的な自己点検・評価を実施し、その結果を踏まえた改善・改革の

ための計画を策定し、実行します。 

③ 学内外への情報公開 

自己点検や改善·改革に係わる情報及び保有する教育・研究をはじめとする各種情 

  報資源を、刊行物やホームページ等を通じて積極的に公開することにより、学内外 

  の関係者及び社会に対する説明責任を果たします。 

（２）社会貢献・地域連携 

① 資源を活用し、社会の発展と安定に貢献するため、教育・研究活動の多様な成果 

を社会に還元することに努めます。 

② 産官学の組織的連携を強化し、「知の拠点」としての大学の役割を果たすとともに、 

産学、官学、産産等の結節点として機能します。 

③ 地域の多様な社会人を受け入れるとともに、時代の要請に応じた生涯学習の場を 

広く提供します。 

④ 大規模災害への対応として、日常的に地域社会と減災活動に取組みます。 

⑤ 環境問題を始めとする社会全体のサステナビリティを巡る課題について対応しま 

す。 

 

３－４ 危機管理及び法令遵守 

（１）危機管理のための体制整備 

① 危機管理体制の整備と危機管理マニュアルの整備に取組みます。 

ア 大規模災害 

イ 不祥事（ハラスメント、公的研究費不正使用等） 

② 災害防止、不祥事防止対策に取組みます。 

ア 学生･生徒等の安全安心対策 

イ 減災・防災対策 

ウ ハラスメント防止対策 

エ 情報セキュリティ対策 

オ その他のリスク防止対策 

③ 事業継続計画(BCP)の策定に取組みます。 

（２）法令遵守のための体制整備 
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① 全ての教育・研究活動、業務に関し、法令、寄附行為、学則並びに諸規程（以下、

法令等という。）を遵守するよう組織的に取組みます。 

② 法令等に違反する行為又はそのおそれがある行為に関する教職員等からの通報・ 

 相談（公益通報）を受け付ける窓口を常時開設し、通報者の保護を図ります。 

 

 

第４章  透明性の確保（情報公開） 

 

４－１ 情報公開の充実 

（１）法令上の情報公表 

公表すべき事項は学校教育法施行規則（第 172 条第 2 項）､私立学校法等の法令及

び日本私立大学団体連合会のガイドライン等によって指定若しくは一定程度共通化

されていますが、公開するとした情報については主体的に情報発信していきます。 

 ① 教育・研究に資する情報公表 

 ア 大学の教育研究上の目的 

イ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

ウ 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

エ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

 オ 教育研究上の基本組織 

カ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績 

キ 入学者の数、収容定員、在学学生数、卒業又は修了者数並びに進学者数及び 

就職者数その他進学及び就職等の状況 

 ク 授業科目、授業方法及び内容並びに年間の授業計画 

 ケ 学修成果に係る評価及び卒業又は修了認定に当たっての基準 

 コ 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境 

サ 授業料、入学料等の大学が徴収する費用 

 シ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 

ス 学生が修得すべき知識及び能力 

 ② 学校法人に関する情報公表 

ア 財産目録・貸借対照表・収支計算書 

イ 寄附行為 

ウ 監事の監査報告書 

エ 役員等名簿（個人の住所に係る記載の部分を除く） 

オ 役員報酬に関する基準 

カ 事業報告書 

（２）自主的な情報公開 

法律上公開が定められていない情報についても、積極的に自らの判断により努め 

て最大限公開します。 

① 教育・研究に資する情報公開 

 ア 海外の協定校及び海外派遣学生者数 

 イ 大学間連携 

 ウ 地域連携並びに産学官連携 

② 学校法人に関する情報公開 

 ア 中期的な計画 
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イ 経営改善計画 

  ウ 学校法人が相当割合を出資する会社に関する情報 

（３）情報公開の工夫等 

① 上記（１）②及び（２）②の学校法人に関する情報については、Web公開に加え、 

各事務所に備え置き、請求があれば閲覧に供します。 

② 情報公開に当たっては、対象者、方法、項目等を明らかにした情報公開方針を策 

定し、公開します。 

③ 公開方法は、インターネットを使った Web 公開が主流ですが、閲覧者が多岐にわ

たることを考慮し、「大学ポートレート」を活用するほか、学校要覧、入学案内、広 

報誌、各種パンフレット等の媒体も活用します。 

④ 公開に当たっては、提示の仕方を工夫するように努めます。 

 

 


